
 

 川越都市計画道路の変更（埼玉県決定） 

 

  都市計画道路 3・3・44川越北環状線を次のように変更する。 
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 「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

 理由 

  ３・３・４４川越北環状線の本線から３・５・１７笠幡小仙波線へ接続するアクセス道路は、Ｔ字

の形状で交差し、既存の道路を最大限有効活用した線形で都市計画決定されていました。 

  しかし、アクセス道路のＴ字交差部へ川越市道７１０１号線が接続されたことにより、交差点の形

状が十字へ変更となりました。 

  これに伴い、交通処理方法を改めて検討した結果、安全かつ円滑に交通処理が可能な線形に変更し、

あわせて車線の数を４と定めるものです。 

 



理  由  書 

 

  本理由書は、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第１項の規定に基づ

き、川越都市計画道路（埼玉県決定）の変更について理由を示したものです。 

 

Ⅰ．川越都市計画における位置等 

川越都市計画区域に含まれる土地の区域は川越市、日高市及び川島町の全域で、埼玉県のほぼ中央

部にあり、都心から約４０ｋｍ圏に位置しています。 

【３・３・４４川越北環状線】 

当該路線は、国道１６号を起点として国道２５４号に至る延長約５４６０ｍ、幅員２５ｍの幹線街

路です。 

 

Ⅱ.変更の必要性 

  ３・３・４４川越北環状線の本線から３・５・１７笠幡小仙波線へ接続するアクセス道路は、Ｔ字

の形状で交差し、既存の道路を最大限有効活用した線形で都市計画決定されていました。 

  しかし、アクセス道路のＴ字交差部へ川越市道７１０１号線が接続されたことにより、交差点の形

状が十字へ変更となりました。 

  これに伴い、交通処理方法を改めて検討した結果、安全かつ円滑に交通処理が可能な線形に変更し、

あわせて車線の数を４と定めるものです。 

 

Ⅲ.変更の内容 

名称 延長 車線の数 幅員 内容 

３・３・４４川越北環状線 約 5,460ｍ ４ ２５ｍ ・一部区間の線形変更 

・一部区域の追加 

・車線数の決定 

 

 


